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申申込み　問問合せ　ＦＦＡＸ　 Ｅメール　HPホームページ 82023 年 2 月 15 日　広報あおもり

今冬は全国的に電力需給が厳しい
見通しとなっております。

　東北電力では供給力の確保に向け、最大限取り組んでおり
ますが、地域の皆さまにおかれましても、無理のない範囲で
の節電にご協力をいただきたくお願いいたします。
　省エネ・節電手法等については、以下の二次元コードより
ご確認ください。

東北電力から 節電・省エネ節電・省エネ のお願い
問東北電力　各種お問合せ（☎0570－550－220）
　※受付時間：月～金曜日（祝日、年末年始を除く）９：00～17：00

東北電力キャラクター
「マカプゥ」

省エネ・節電手法のご紹介

◀個人の
　お客さま向け

◀法人の
　お客さま向け

20
歳
に
な
っ
た
ら

国
民
年
金
に
ご
加
入
を

　

日
本
国
内
に
住
所
の
あ
る
20
歳

以
上
60
歳
未
満
の
全
て
の
人
は
、

国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
加
入
者
は
次
の
３
種

類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者

自
営
業
者
、
農
林
漁
業
者
、
学

生
、
無
職
の
か
た
な
ど
で
す
。

お
住
ま
い
の
国
民
年
金
担
当
窓

口
で
加
入
手
続
が
必
要
で
す
。

保
険
料
は
、
加
入
者
が
直
接
納

付
し
ま
す
。

第
２
号
被
保
険
者

会
社
な
ど
に
勤
め
、
厚
生
年
金

保
険
に
加
入
し
て
い
る
か
た
で

す
。
加
入
手
続
は
勤
務
先
が
行

い
ま
す
。
厚
生
年
金
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

は
不
要
で
す
。

第
３
号
被
保
険
者

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
配
偶
者
（
妻
ま
た
は
夫
）

で
す
。
加
入
手
続
は
第
２
号
被

保
険
者
の
勤
務
先
が
行
い
ま

す
。
加
入
し
て
い
る
厚
生
年
金

保
険
が
、
保
険
料
な
ど
の
国
民

年
金
に
必
要
な
費
用
を
負
担
し

ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、
老
齢
基

礎
年
金
だ
け
で
は
な
く
、
障
害
基

礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
も

受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
た
め
に

も
、
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

お
困
り
の
と
き
は
ご
相
談
を

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
納
め
る

の
が
困
難
な
か
た
の
た
め
、
保
険

料
の
一
部
ま
た
は
全
額
を
免
除
す

る
「
免
除
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

50
歳
未
満
対
象
の
「
納
付
猶
予
制

度
」
、
学
生
対
象
の
「
学
生
納
付

特
例
制
度
」
も
あ
り
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
国
保
医
療
年
金
課
（
☎
017
―
734
―
５
３
５
２
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
５
３
）

　

青
森
年
金
事
務
所
（
☎
017
―
734
―
７
４
９
５
）

　いじめ、体罰、友達や家族のことな
ど子どもの権利侵害に関することであ
れば、どなたでも相談できます。
　悩んでいることや心配なことを話し
てみませんか？秘密は守ります。相談
しやすい方法でご相談ください。

窓口　駅前庁舎３階 子育て支援課内
電話　☎0120－370－642（フリーダイヤル）

ＦＡＸ　017－763－5678
受付時間　原則、月～金曜日
　　　　　（祝日、年末年始を除く）
　　　　　10：00～18：00
手紙　〒030－0801 新町一丁目３－７ 
　　　子どもの権利相談センター宛
メール　ao-kodomokenri
　　　　@city.aomori.
　　　　aomori.jp

市ホームページ▶

子どもの権利相談センター子どもの権利相談センター
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時日時　所場所　内内容　対対象　人人員　料料金　備備考9 2023 年 2 月 15 日　広報あおもり

掲載の内容は、１月20日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加

入
者
の
み
な
さ
ん
へ

◆「
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
申

請
の
お
知
ら
せ
」の
送
付
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
る
か
た
で
、
医
療
費
と
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負
担
額
の

１
年
分
（
令
和
３
年
８
月
１
日
～

令
和
４
年
７
月
31
日
）
の
合
算
額

が
限
度
額
（
左
表
）
を
超
え
た
場

合
、
超
え
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す

（
500
円
以
下
の
場
合
は
対
象
外
）。

　

世
帯
内
に
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
て
い
る
か
た
が
複
数

い
る
場
合
は
、
世
帯
で
合
算
し
て

支
給
額
を
計
算
し
ま
す
。

▼
支
給
申
請
に
つ
い
て

　

支
給
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
世
帯
に
は
、
２
月
下
旬
、
青

森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

か
ら
「
支
給
申
請
の
お
知
ら
せ
」

を
送
付
し
ま
す
。
お
知
ら
せ
が
届

い
た
か
た
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　

①
支
給
申
請
書　

②
支
給
申
請

の
お
知
ら
せ　

③
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証　

④
介
護
保

険
被
保
険
者
証　

⑤
個
人
番
号

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
が
わ
か
る

も
の　

⑥
申
請
者
の
本
人
確
認

書
類　

⑦
通
帳
等
口
座
情
報
が

わ
か
る
も
の

　

※
そ
の
他
の
書
類
が
必
要
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆「
お
薬
代
負
担
軽
減
の

　
　
　
　
　

ご
案
内
」
に
つ
い
て

　

医
療
機
関
で
処
方
さ
れ
る
お
薬

を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り

替
え
る
と
お
薬
代
が
安
く
な
る
可

所得区分 自己負担
限度額

現役並み所得者Ⅲ ※１ 212万円

現役並み所得者Ⅱ ※２ 141万円

現役並み所得者Ⅰ ※３ 67万円

一般 ※４ 56万円

低所得者Ⅱ ※５ 31万円

低所得者Ⅰ ※６ 19万円

※１…課税所得690万円以上
※２…課税所得380万円以上690万円未満
※３…課税所得145万円以上380万円未満
※４…住民税課税世帯
※５…世帯全員が住民税非課税のかた
※６…世帯全員が住民税非課税のかたのう

ち、世帯全員の各所得金額が０円の
かた（公的年金の場合は収入が年額
80万円以下）

自己負担額は、支払った額から高額療養費
や高額介護（予防）サービス費を除いた額
です。

能
性
の
あ
る
か
た
へ
、「
お
薬
代

負
担
軽
減
の
ご
案
内
」
を
２
月
下

旬
に
送
付
し
、
ど
の
く
ら
い
負
担

軽
減
に
つ
な
が
る
か
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

の
利
用
を
希
望
す
る
か
た
は
、
医

師
、
薬
剤
師
に
利
用
に
つ
い
て
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
（
☎
017
―
721
―
３
８
２
１
）

　

国
保
医
療
年
金
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
４
３
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
５
３
）

「
国
保
の
医
療
費
の
お
知

ら
せ
」
の
送
付
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て

い
る
世
帯
へ
、
医
療
費
に
対
す
る

認
識
と
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く

こ
と
を
目
的
に
、
世
帯
全
員
の
受

診
さ
れ
た
医
療
機
関
等
や
か
か
っ

た
医
療
費
を
記
載
し
た
「
国
保
の

医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
を
偶
数
月

の
月
末
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
４
年
11
月
、
令
和
４
年
12

月
受
診
分
を
記
載
し
た
令
和
５
年

２
月
発
送
分
に
つ
い
て
は
、
２
月

末
頃
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
所
得
税
等
の
医
療
費
控

除
に
「
国
保
の
医
療
費
の
お
知
ら

せ
」
を
添
付
し
て
使
用
で
き
ま
す

が
、
申
告
の
開
始
時
期
ま
で
に
お

届
け
で
き
な
い
た
め
、
添
付
す
る

医
療
費
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
分
は
、
申
告
の
際
に
使
用
す
る

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
に
記

載
し
て
ご
対
応
く
だ
さ
い
。

問
国
保
医
療
年
金
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
４
３
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
５
３
）

　市営バス等を低料金で利用できる高齢者福祉乗車証「いき・

粋
いき

乗車証」（有効期限なし）を交付します。申請は満70歳の

誕生日の前日（前日が土・日、祝日のときはその前日）からで

きます。手続にはご本人がお越しください。いき・粋乗車証の

サービスをAOPASSでご利用いただくには、市営バス発売所

等での手続が必要です。詳細はお問合せください。

＜手続に持参するもの＞

①本人確認ができるもの（健康保険証など）

②顔写真１枚（無帽、背景なし、縦3.0㎝×横2.4㎝、６か月以内）

③交付手数料1,000円（介護保険料段階１～３のかたは無料）

問高齢者支援課（☎017－734－5326）

　浪岡振興部健康福祉課（☎0172－62－1134）

　AOPASSについては…

　市営バス東部営業所（☎017－726－5443）

満70歳以上の皆さんに

「いき・粋
いき

乗車証」を交付

放
課
後
児
童
支
援
員
を

　
　
　

募
集
し
て
い
ま
す

　

保
護
者
が
日
中
不
在
と
な
る
家

庭
の
小
学
生
を
対
象
に
開
設
し
て

い
る
放
課
後
児
童
会
で
、
遊
び
や

生
活
の
支
援
を
行
う
「
放
課
後
児

童
支
援
員
」
及
び
「
代
用
支
援

員
」
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
詳
細

は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

申
問
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
４
８
）
へ
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